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豊山町障害者福祉施設等整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、本町における障害者福祉施設の整備を促進し、もって障害者福祉の向

上を図るため、豊山町障害者福祉施設等整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付

することに関し、豊山町補助金等交付規則（平成２３年豊山町規則第１０号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「障害者福祉施設」とは、次の各号に掲げる障害福祉サービス

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「法」という。）第５条の障害福祉サービスをいう。）を行う施設、児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第２項の児童発達支援を行う施設、同条

第４項の放課後等デイサービスを行う施設、同条第７項の障害児相談支援事業所及び同法

第７条の児童発達支援センターをいう。 

（１） 療養介護 

（２） 生活介護 

（３） 自立訓練 

（４） 就労移行支援 

（５） 就労継続支援Ａ型 

（６） 就労継続支援Ｂ型 

（７） 短期入所 

（８） 就労定着支援 

（９） 自立生活援助 

（１０）  共同生活援助 

（１１）  相談支援 

（補助事業者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、本町の区域内に障

害者福祉施設を整備する社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社

団法人、公益財団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人、営利法人等とする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助事業者が行う
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国及び県の補助金を受けて実施する障害者福祉施設の新築、増築又は改築にかかる事業と

する。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる補助対象事業に応じ、県が交

付する補助金の額の８分の１以内の額とし、１００万円を上限とする。ただし、千円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、豊山町障害者福

祉施設等整備費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、別に

定める期間内に町長に提出しなければならない。 

（１） 事業費の内訳がわかるもの 

 （２） 設計図書 

 （３） その他町長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第７条 町長は、前条に規定する補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金

交付の可否を決定するものとする。 

（決定の通知） 

第８条 町長は、前条の規定により補助金交付の可否を決定したときは、速やかに豊山町障

害者福祉施設等整備費補助金交付決定通知書（様式第２号）又は豊山町障害者福祉施設等

整備費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助内容の変更等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第６条に規定す

る書類の内容を変更し、又は中止するときは、豊山町障害者福祉施設等整備費補助金変更

交付申請書（様式第４号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、豊山町障害者福祉施設等整備費補助金変更交付決定通知書（様式第５号）に

より交付決定者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日

から起算して３０日以内または翌年度の４月３０日のいずれか早い日までに、豊山町障害

者福祉施設等整備費補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、町長に
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提出しなければならない。 

（１） 補助対象事業に要した経費の領収書の写し 

（２） 補助対象事業完了後の写真 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、豊山町障害者福祉施設等整備費補助金確定通知書（様式第７号）により交付決定

者に通知するものとする。 

 （補助金の請求及び支払） 

第１２条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、豊山町障害者福祉施設等

整備費補助金請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助

金を支払うものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２） その他町長が相当の事由があると認めたとき。 

 （補助金の返還） 

第１４条 交付決定者は、町長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金が

既に支払われているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。 

（委任） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


